
千 葉 県 警 察 再 被 害 防 止 要 綱 の 制 定 に つ い て  

平 成 13年 ９ 月 28日 例 規 （ 刑 ） 第 51号  

 

警 察 本 部 長  

  

 〔 沿 革 〕  平 成 15年 ４ 月 例 規 （ 警 ） 第 17号  平 成 19年 ５ 月 例 規 （ 留 ） 第 48号   

   平 成 20年 ６ 月 例 規 （ 警 ） 第 57号  平 成 21年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 16号   

   平 成 25年 12月 例 規 （ 捜 四 ） 第 63号     

各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長  

見 出 し の 要 綱 を 別 添 の と お り 制 定 し 、平 成 13年 10月 １ 日 か ら 実 施 す る こ と と し た の で 、効 果 的

な 運 用 を 図 ら れ た い 。  

な お 、 千 葉 県 警 察 再 被 害 防 止 対 象 事 件 登 録 要 領 の 制 定 に つ い て （ 平 成 ９ 年 例 規 （ 刑 ） 第 20号 ）

は 、 廃 止 す る 。  

別 添  

千 葉 県 警 察 再 被 害 防 止 要 綱  

第 １  目 的  

こ の 要 綱 は 、犯 罪 の 被 害 者 又 は そ の 親 族（ 以 下「 被 害 者 等 」と い う 。）が 、検 挙 し た 犯 罪 の

被 疑 者（ 以 下「 加 害 者 」と い う 。）に よ り 再 び 危 害 を 加 え ら れ る 事 態 を 防 止 す る こ と が 、被 害

者 等 の 要 望 で あ る と と も に 、警 察 の 責 務 で あ る こ と に か ん が み 、再 被 害 を 受 け る お そ れ の 大 き

い 被 害 者 等 の 保 護 に 関 し て 必 要 な 基 本 的 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

第 ２  再 被 害 防 止 対 象 者  

こ の 要 綱 に お い て 、再 被 害 防 止 対 象 者 と は 、犯 罪 の 被 害 者 等 で 、犯 罪 の 手 口 、動 機 及 び 組 織

的 背 景 、加 害 者 と 被 害 者 等 と の 関 係 、加 害 者 の 言 動 そ の 他 の 状 況 か ら 、加 害 者 か ら 再 犯 に よ る

生 命 又 は 身 体 に 関 す る 犯 罪 被 害 を 受 け る お そ れ が 大 き く 、組 織 的・継 続 的 な 再 被 害 防 止 措 置 を

講 じ る 必 要 が あ る も の と し て 、本 部 長 が 指 定 す る 者 を い う 。た だ し 、再 被 害 防 止 対 象 者 が 、千

葉 県 保 護 対 策 実 施 要 綱（ 平 成 25年 本 部 訓 令 第 22号 ）第 ２ 条 第 ２ 号 に 規 定 す る 保 護 対 象 者 に 該 当

す る と き は 、 第 ４ の 規 定 （ 加 害 者 の 釈 放 に 関 す る 情 報 そ の 他 の 関 連 情 報 に 係 る 部 分 は 除 く 。 ）

は 適 用 せ ず 、 千 葉 県 保 護 対 策 実 施 要 綱 に 基 づ く 保 護 対 策 を 実 施 す る こ と と す る 。  

第 ３  再 被 害 防 止 対 象 者 の 指 定 等  

１  再 被 害 防 止 対 象 者 の 指 定  

(１ ) 再 被 害 の お そ れ の 有 無 の 検 討 及 び 県 本 部 庶 務 担 当 課 長 等 へ の 速 報  

県 本 部 の 事 件 主 管 課 長 （ 以 下 「 捜 査 担 当 課 長 」 と い う 。 ） 及 び 署 長 は 、 犯 罪 を 検 挙 し 、

又 は 被 害 者 等 の 相 談 、関 係 機 関 か ら の 通 報 等 に よ り 、被 害 者 等 が 加 害 者 か ら 再 犯 に よ る 生

命 又 は 身 体 に 関 す る 犯 罪 被 害 を 受 け る お そ れ が あ る と 認 め た と き は 、再 被 害 防 止 対 象 者 指

定 検 討 票（ 別 記 第 １ 号 様 式 ）を 速 や か に 作 成 し 、指 定 の 要 否 に つ い て 総 合 的 な 検 討 を 行 う

と と も に 、 捜 査 担 当 課 長 は 事 件 主 管 部 の 庶 務 担 当 課 長 （ 以 下 「 庶 務 担 当 課 長 」 と い う 。 ）

に 、署 長 は 捜 査 担 当 課 長 を 経 由 し て 庶 務 担 当 課 長 に 、そ れ ぞ れ 速 報 す る と と も に 、指 定 の

要 否 に つ い て 協 議 す る も の と す る 。  

(２ ) 指 定 上 申  

捜 査 担 当 課 長 又 は 署 長 は 、再 被 害 防 止 対 象 者 と し て 指 定 す る 必 要 を 認 め た と き は 、再 被

害 防 止 対 象 者 指 定（ 期 間 延 長 ・解 除 ）上 申 書（ 別 記 第 ２ 号 様 式 。以 下「 指 定（ 期 間 延 長 ・

解 除 ）上 申 書 」と い う 。）を 作 成 し 、刑 事 部 刑 事 総 務 課 長（ 以 下「 刑 事 総 務 課 長 」と い う 。）

を 経 由 し て 、 本 部 長 に 再 被 害 防 止 対 象 者 の 指 定 を 上 申 す る も の と す る 。  

(３ ) 指 定  

本 部 長 は 、指 定 の 上 申 が あ っ た 被 害 者 等 が 、前 記 第 ２ に 定 め る 再 被 害 防 止 対 象 者 に 該 当

す る と 認 め る と き は 、 当 該 被 害 者 等 を 再 被 害 防 止 対 象 者 に 指 定 す る も の と す る 。  

(４ ) 指 定 期 間  

指 定 期 間 は 、指 定 の 日 か ら １ 年 間 と す る 。た だ し 、未 決 勾 留 期 間 及 び 自 由 刑 の 執 行 期 間

は 算 入 し な い も の と す る 。  

２  再 被 害 防 止 措 置 実 施 署 の 指 定 等  



(１ ) 再 被 害 防 止 措 置 実 施 署 の 指 定  

本 部 長 は 、再 被 害 防 止 対 象 者 を 指 定 し た と き は 、再 被 害 防 止 対 象 者 及 び 加 害 者 の 住 居 地 、

勤 務 地 等 を 勘 案 し 、真 に 防 止 措 置 を 実 施 す べ き 署 を 再 被 害 防 止 措 置 実 施 署（ 以 下「 実 施 署 」

と い う 。 ） に 指 定 す る も の と す る 。  

(２ ) 再 被 害 防 止 対 象 者 の 指 定 通 知  

刑 事 総 務 課 長 は 、本 部 長 が 再 被 害 防 止 対 象 者 及 び 実 施 署 を 指 定 し た と き は 、当 該 指 定 上

申 所 属 長 及 び 再 被 害 防 止 措 置 実 施 署 長（ 以 下「 実 施 署 長 」と い う 。）に 対 し 、再 被 害 防 止

対 象 者 指 定（ 解 除 ）通 知 書（ 別 記 第 ３ 号 様 式 ）に よ り 、速 や か に そ の 旨 を 通 知 す る も の と

す る 。  

３  再 被 害 防 止 担 当 官 の 指 定 等  

(１ ) 再 被 害 防 止 担 当 官 の 指 定  

実 施 署 長 は 、原 則 と し て 警 部 以 上 の 階 級 に あ る 者 の 中 か ら 再 被 害 防 止 担 当 官（ 以 下「 担

当 官 」 と い う 。 ） を 指 定 す る も の と す る 。  

(２ ) 担 当 官 変 更 時 の 措 置  

実 施 署 長 は 、担 当 官 に 異 動 等 が あ っ た と き は 、新 た に 指 定 を 行 い 、組 織 的・継 続 的 な 再

被 害 防 止 措 置 の 実 施 に 努 め る と と も に 、指 定 の 状 況 を 速 や か に 捜 査 担 当 課 長 を 経 て 刑 事 総

務 課 長 に 連 絡 す る も の と す る 。  

第 ４  再 被 害 防 止 措 置 の 実 施  

１  実 施 体 制  

再 被 害 防 止 措 置 は 、原 則 と し て 、次 の 分 担 に よ り 、相 互 に 緊 密 な 連 絡 を 保 ち 、実 施 す る も

の と す る 。  

(１ ) 刑 事 総 務 課 長  

刑 事 総 務 課 長 は 、検 察 庁 並 び に 刑 務 所 、少 年 刑 務 所 、拘 置 所 、少 年 院 、地 方 更 正 保 護 委

員 会 及 び 保 護 観 察 所 （ 以 下 「 刑 事 施 設 等 」 と い う 。 ） と の 間 の 照 会 ・ 連 絡 の 窓 口 と し て 、

加 害 者 の 釈 放 等 に 関 す る 情 報 を 把 握 す る ほ か 、関 係 所 属 長 と 緊 密 な 連 携 を 図 り 、再 被 害 防

止 措 置 に 必 要 な 関 連 情 報 を 集 約・分 析 し 、再 被 害 防 止 措 置 の 実 施 に つ い て 、庶 務 担 当 課 長

及 び 捜 査 担 当 課 長 と 協 議 す る も の と す る 。  

な お 、検 察 庁 、刑 事 施 設 等 へ の 照 会 状 況 、実 施 署 長 に 対 す る 指 導 状 況 等 に つ い て は 、再

被 害 防 止 措 置 実 施 経 過 票（ 別 記 第 ４ 号 様 式 。以 下「 措 置 実 施 経 過 票 」と い う 。）を 作 成 し 、

明 ら か に し て お く も の と す る 。  

(２ ) 庶 務 担 当 課 長  

庶 務 担 当 課 長 は 、そ れ ぞ れ が 主 管 す る 部 の 再 被 害 防 止 対 象 者 の 指 定 状 況 の 把 握 に 努 め る

と と も に 、再 被 害 防 止 措 置 の 実 施 に つ い て 、刑 事 総 務 課 長 及 び 捜 査 担 当 課 長 と 協 議 す る も

の と す る 。  

(３ ) 捜 査 担 当 課 長  

捜 査 担 当 課 長 は 、再 被 害 防 止 措 置 の 実 施 に つ い て 、刑 事 総 務 課 長 及 び 庶 務 担 当 課 長 と の

協 議 に 基 づ き 、実 施 署 長 に 対 し 具 体 的 な 指 導 を す る と と も に 、実 施 状 況 を 把 握 す る も の と

す る 。  

(４ ) 警 務 部 警 務 課 長  

警 務 部 警 務 課 長 は 、犯 罪 被 害 者 支 援 室 長 を し て 再 被 害 防 止 対 象 者 の 指 定 及 び 再 被 害 防 止

措 置 の 実 施 に つ い て 、刑 事 総 務 課 長 か ら の 連 絡 に よ り そ の 状 況 を 把 握 さ せ る と と も に 、刑

事 総 務 課 長 に 対 し 、本 要 綱 の 運 用 及 び 被 害 者 支 援 に 関 連 す る 事 項 に つ い て 助 言・協 力 す る

も の と す る 。ま た 、刑 事 施 設 等 か ら 加 害 の お そ れ 等 を 示 す 情 報 を 受 け た 場 合 は 、そ の 内 容

に つ い て 、 刑 事 総 務 課 長 に 速 や か に 連 絡 す る も の と す る 。  

(５ ) 実 施 署 長  

実 施 署 長 は 、総 合 的 な 体 制 を 確 立 し た 上 、関 係 所 属 と 連 携 し て 再 被 害 防 止 措 置 の 実 施 に

当 た る も の と し 、そ の 経 過 を 措 置 実 施 経 過 票 に 明 ら か に す る と と も に 、捜 査 担 当 課 長 を 経

由 し て 刑 事 総 務 課 長 に 連 絡 す る も の と す る 。  

(６ ) 担 当 官  

担 当 官 は 、実 施 署 長 の 指 揮 を 受 け 、再 被 害 防 止 措 置 の 実 施 及 び 関 係 所 属 と の 連 絡・調 整



に 当 た る も の と す る 。  

２  再 被 害 防 止 措 置 事 項  

(１ ) 関 連 情 報 の 収 集  

再 被 害 防 止 措 置 の 実 施 に 必 要 な 情 報 を 積 極 的 に 収 集 す る も の と す る 。  

な お 、加 害 者 が 少 年 で 、保 護 処 分 に 付 さ れ 少 年 院 に 収 容 さ れ て い る 場 合 は 、退 院 等 の 情

報 は 通 報 の 対 象 と さ れ て い な い の で 、少 年 の 健 全 育 成 に 配 意 し つ つ 、加 害 者 に 関 す る 情 報

を 独 自 に 把 握 す る よ う 努 め る も の と す る 。  

(２ ) 再 被 害 防 止 措 置 の 徹 底  

再 被 害 防 止 対 象 者 へ の 連 絡 体 制 を 確 立 し 、そ の 要 望 を 把 握 す る と と も に 、非 常 時 の 通 報

要 領 、 自 主 警 戒 等 に つ い て 防 犯 指 導 を 行 い 、 必 要 に 応 じ 、 所 要 の 警 戒 措 置 を 講 じ る な ど 、

再 被 害 防 止 措 置 を 徹 底 す る も の と す る 。  

(３ ) 関 連 情 報 等 の 教 示  

ア  教 示 の 基 準  

刑 事 施 設 等 か ら 通 報・回 答 を 受 け た 情 報 や 警 察 に お い て 独 自 に 把 握 し た 加 害 者 に 関 す

る 情 報 の 再 被 害 防 止 対 象 者 へ の 教 示 に つ い て は 、 次 の 基 準 で 行 う も の と す る 。  

(ア ) 加 害 者 の 釈 放 等 に 関 す る 情 報  

再 被 害 防 止 対 象 者 か ら 加 害 者 の 釈 放 等 に 関 す る 情 報 の 教 示 の 求 め が あ る 場 合 、又 は

再 被 害 防 止 の た め 再 被 害 防 止 対 象 者 に 加 害 者 の 釈 放 等 に 関 す る 情 報 を 教 示 す る 必 要

が あ る 場 合 に は 、刑 事 施 設 等 か ら 通 報・回 答 を 受 け た 情 報 の う ち 、次 の 事 項 に 限 り 教

示 す る こ と を 原 則 と す る 。た だ し 、刑 事 施 設 等 か ら 通 報・回 答 を 受 け た 際 に 、教 示 す

る 情 報 の 範 囲 、時 期 等 に つ い て 意 見 及 び 理 由 が 付 さ れ て い る と き に は 、当 該 意 見 等 を

踏 ま え て 行 う こ と 。  

ａ  自 由 刑 の 執 行 終 了 に よ る 釈 放 に つ い て は 、釈 放 予 定 の 場 合 に は 釈 放 予 定 月（ よ り

具 体 的 な 釈 放 予 定 の 教 示 は (イ )に よ る 。）、釈 放 後 の 場 合 に は 釈 放 の 事 実 及 び 釈 放

年 月 日  

ｂ  仮 釈 放 、仮 出 場 又 は 不 定 期 刑 の 終 了 に よ る 釈 放 に つ い て は 、釈 放 後 に お け る 釈 放

の 事 実 及 び 釈 放 年 月 日 （ 釈 放 予 定 の 教 示 は (イ )に よ る 。 ）  

ｃ  自 由 刑 の 執 行 停 止 又 は 恩 赦 に よ る 釈 放 に つ い て は 、釈 放 後 に お け る 釈 放 の 事 実 及

び 釈 放 年 月 日 （ 釈 放 予 定 の 教 示 は (イ )に よ る 。 ）  

ｄ  収 容 中 の 死 亡 又 は 逃 走 及 び 再 収 容 に つ い て は 、 当 該 事 実 及 び 死 亡 等 の 年 月 日  

(イ ) 加 害 者 に 関 す る 詳 細 な 情 報  

加 害 者 に 関 す る 上 記 (ア )以 外 の 詳 細 な 情 報 は 、原 則 と し て 教 示 し な い が 、次 の と お

り 再 被 害 防 止 の た め に 特 に 必 要 が あ る 場 合 に 限 り 、再 被 害 防 止 対 象 者 に 教 示 す る こ と

が で き る 。た だ し 、刑 事 施 設 等 か ら 通 報・回 答 を 受 け た 情 報 を 教 示 す る 場 合 で 、教 示

す る 情 報 の 範 囲 、時 期 等 に つ い て 意 見 及 び 理 由 が 付 さ れ て い る と き に は 、当 該 意 見 等

を 踏 ま え て 行 う こ と 。  

ａ  釈 放 予 定  

自 由 刑 の 執 行 終 了 に よ る 具 体 的 な 釈 放 予 定 又 は 仮 釈 放 若 し く は 仮 出 場 に よ る 釈

放 予 定 に つ い て は 、身 辺 警 戒 を 開 始 す る た め 又 は 行 動 範 囲 に 注 意 を 喚 起 す る た め な

ど 、再 被 害 防 止 の た め に 特 に 必 要 が あ る 場 合 に 限 り 教 示 す る こ と が で き る が 、教 示

す る 事 項 は「 ○ 月 上 旬 」等 と す る 。た だ し 、再 被 害 防 止 の た め に 不 可 欠 で あ る 場 合

は 、 釈 放 予 定 日 を 教 示 す る こ と が で き る 。  

ｂ  帰 住 先  

帰 住 先 に つ い て は 、再 被 害 防 止 対 象 者 の 行 動 範 囲 に つ い て 注 意 を 喚 起 す る た め な

ど 、再 被 害 防 止 の た め に 特 に 必 要 な 場 合 に 限 り 、次 の 範 囲 内 で 教 示 す る こ と が で き

る 。  

(ａ ) 帰 住 先 が 再 被 害 防 止 対 象 者 の 住 居 地 と 同 一 都 道 府 県 内 の 場 合 は 、当 該 市 区 町

村 名 ま で と す る 。た だ し 、帰 住 先 が 被 害 者 等 の 住 居 地 と 近 接 し て お り 、再 被 害 防

止 の た め に 不 可 欠 な 場 合 に 限 り 、 地 名 ま で と す る 。  

(ｂ ) 帰 住 先 が 再 被 害 防 止 対 象 者 の 住 居 地 と 異 な る 都 道 府 県 の 場 合 は 、都 道 府 県 名



ま で と す る 。た だ し 、都 道 府 県 が 異 な る 場 合 で あ っ て も 、帰 住 先 と 再 被 害 防 止 対

象 者 の 住 居 地 と が 近 接 し て い る と き に は 、 前 記 （ ａ ） に 準 じ る 。  

ｃ  そ の 他 の 情 報  

再 被 害 防 止 対 象 者 の 注 意 を 喚 起 す る た め 必 要 な 加 害 者 の 動 向 等 の 情 報 は 、再 被 害

防 止 の た め に 特 に 必 要 な 場 合 に 限 り 、相 当 と 認 め ら れ る 範 囲 で 教 示 す る こ と が で き

る 。  

イ  教 示 に 当 た っ て の 配 意 事 項  

(ア ) 再 被 害 防 止 対 象 者 及 び そ の 関 係 者 に よ る 加 害 者 へ の 報 復 の お そ れ が あ る な ど 、教

示 す る こ と が 適 当 で な い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 教 示 し な い こ と 。  

(イ ) 実 施 署 長 は 、教 示 す る 情 報 の 内 容 、時 期 、方 法 等 に つ い て 、庶 務 担 当 課 長 及 び 捜

査 担 当 課 長 と 事 前 に 協 議 し た 上 、 刑 事 総 務 課 長 の 指 導 を 受 け て 実 施 す る こ と 。  

(ウ ) 教 示 を 行 う 際 は 、警 察 が 講 じ よ う と す る 再 被 害 防 止 措 置 を 説 明 す る な ど し 、再 被

害 防 止 対 象 者 が い た ず ら に 不 安 感 を 抱 く こ と の な い よ う 配 意 す る こ と 。  

(エ ) 自 由 刑 の 執 行 終 了 に よ る 釈 放 予 定 を 教 示 す る 際 に は 、加 害 者 の 仮 釈 放 が 認 め ら れ 、

釈 放 予 定 よ り 早 期 に 釈 放 さ れ る こ と が あ る の で 、 そ の 旨 を 併 せ て 教 示 す る こ と 。  

(オ ) 不 定 期 刑 の 執 行 終 了 、自 由 刑 の 執 行 停 止 及 び 恩 赦 に よ る 釈 放 に つ い て も 上 記 に 準

じ て 取 り 扱 う も の と す る が 、こ れ ら は 、釈 放 が 決 ま っ た 後 、受 刑 者 が 釈 放 さ れ る ま で

の 期 間 が 短 い た め 、 釈 放 前 に 通 報 を 受 け ら れ な い こ と も あ る の で 配 意 す る こ と 。  

(カ ) 再 被 害 防 止 の た め 加 害 者 に 関 す る 詳 細 な 関 連 情 報 を 再 被 害 防 止 対 象 者 に 教 示 す

る 際 に は 、当 該 情 報 の 教 示 に よ り 加 害 者 の 更 生 を 害 す る こ と の な い よ う 、教 示 の 必 要

性 を 特 に 組 織 的 に 検 討 す る こ と 。ま た 、当 該 情 報 を 再 被 害 防 止 対 象 者 に 教 示 す る 際 に

は 、再 被 害 防 止 の た め に 教 示 が 行 わ れ て い る こ と を 説 明 し 、加 害 者 の 更 生 の た め 、こ

れ を 公 表 す る こ と の な い よ う 注 意 を 促 す こ と 。  

な お 、 加 害 者 が 少 年 の 場 合 は 、 少 年 の 健 全 育 成 の 重 要 性 を 併 せ て 説 明 す る こ と 。  

(キ ) 仮 釈 放 の 許 可 決 定 が 取 り 消 さ れ た 場 合 に は 、地 方 更 生 保 護 委 員 会 か ら 通 報 が な さ

れ る の で 、仮 釈 放 に よ る 釈 放 予 定 を 再 被 害 防 止 対 象 者 に 教 示 し て い た と き に は 、速 や

か に 許 可 決 定 が 取 り 消 さ れ た 旨 を 再 被 害 防 止 対 象 者 に 連 絡 す る こ と 。  

(ク ) 帰 住 予 定 地（ 仮 釈 放 以 外 に よ る 釈 放 の 場 合 に 通 報 さ れ る 帰 住 地 ）は 加 害 者 の 申 告

に よ る も の で あ り 、指 定 帰 住 地（ 仮 釈 放 に よ る 釈 放 の 場 合 に 通 報 さ れ る 帰 住 地 ）は 地

方 更 生 保 護 委 員 会 の 指 定 に よ る も の で あ る こ と か ら 、再 被 害 防 止 対 象 者 に 帰 住 地 を 教

示 す る 場 合 に お い て 、加 害 者 が 帰 住 地 に 居 住 し て い る こ と を 確 認 し て い な い と き に は 、

そ の 旨 付 言 す る こ と 。  

(ケ ) 被 害 者 等 に 、仮 釈 放 に よ る 釈 放 等 に 関 す る 情 報 を 教 示 し た と き は 、通 報 を 行 っ た

地 方 更 生 保 護 委 員 会 又 は 帰 住 先 管 轄 保 護 観 察 所 に 対 し 、 そ の 旨 を 通 知 す る こ と 。  

(コ ) 再 被 害 防 止 対 象 者 以 外 の 被 害 者 等 か ら 加 害 者 の 釈 放 等 に 関 す る 情 報 の 教 示 の 求

め が あ っ た 場 合 に は 、検 察 庁 の 被 害 者 等 通 知 制 度 に お い て 、被 害 者 等 の 希 望 に よ り 相

当 と 認 め ら れ る と き に 、被 害 者 等 に 受 刑 者 の 釈 放 に 関 す る 通 知 が な さ れ る こ と と な っ

て い る 旨 を 教 示 す る こ と 。  

(４ ) 加 害 者 に 対 す る 措 置  

加 害 者 の 動 向 把 握 を 行 う ほ か 、 必 要 に 応 じ 、 指 導 警 告 等 の 措 置 を 実 施 す る も の と す る 。

ま た 、 刑 罰 法 令 に 触 れ る 行 為 を 認 知 し た 場 合 に は 、 厳 正 に 対 処 す る も の と す る 。  

第 ５  指 定 の 解 除 等  

１  指 定 の 解 除  

指 定 期 間 を 経 過 し た と き は 、 指 定 が 解 除 さ れ た も の と す る 。  

２  指 定 期 間 の 延 長 等 の 上 申  

(１ ) 指 定 期 間 の 延 長 の 上 申  

実 施 署 長 は 、指 定 期 間 前 に 指 定 期 間 延 長 の 要 否 を 検 討 し 、そ の 必 要 が あ る と 認 め る と き

は 、 期 間 を 定 め て 、 指 定 （ 期 間 延 長 ・ 解 除 ） 上 申 書 を 作 成 し 、 刑 事 総 務 課 長 を 経 由 し て 、

本 部 長 に 指 定 期 間 の 延 長 を 上 申 す る も の と す る 。  

(２ ) 指 定 期 間 内 の 解 除 の 上 申  



実 施 署 長 は 、指 定 期 間 内 で あ っ て も 、指 定 の 必 要 が な く な っ た と 認 め る と き は 、指 定（ 期

間 延 長・解 除 ）上 申 書 を 作 成 し 、刑 事 総 務 課 長 を 経 由 し て 、本 部 長 に 指 定 解 除 を 上 申 す る

も の と す る 。  

３  本 部 長 の 決 定  

本 部 長 は 、実 施 署 長 か ら 再 被 害 防 止 対 象 者 の 指 定 期 間 の 延 長 又 は 指 定 期 間 内 の 解 除 の 上 申

が あ っ た と き は 、 そ の 要 否 に つ い て 決 定 す る も の と す る 。  

第 ６  関 連 情 報 の 秘 密 の 厳 守  

関 連 情 報 は 、 適 正 に 管 理 し 、 そ の 秘 密 を 厳 守 す る も の と す る 。  

第 ７  都 道 府 県 警 察 と の 連 携 等  

１  都 道 府 県 警 察 と の 連 携  

再 被 害 を 防 止 す る 上 で 関 係 を 有 す る 署 が 他 の 都 道 府 県 警 察 に 属 す る と き は 、 実 施 署 長 は 、

刑 事 総 務 課 長 を 経 由 し て 、当 該 都 道 府 県 警 察 の 対 応 す る 本 部 捜 査 等 担 当 課 長 を 通 じ 、当 該 署

長 に 協 力 を 依 頼 す る も の と す る 。ま た 、再 被 害 を 防 止 す る 上 で 、他 の 都 道 府 県 警 察 か ら の 協

力 依 頼 を 受 け た 署 長 は 、 誠 実 に こ れ に 当 た る も の と す る 。  

２  警 察 庁 等 に 対 す る 調 整 依 頼  

他 の 都 道 府 県 警 察 に 対 し 協 力 を 依 頼 す る た め 必 要 が あ る と き は 、刑 事 総 務 課 長 が 、警 察 庁

又 は 管 区 警 察 局 に 調 整 を 依 頼 す る も の と す る 。  

第 ８  検 察 庁 、 刑 事 施 設 等 と の 連 携  

再 被 害 防 止 措 置 の 実 施 に 当 た っ て は 、 検 察 庁 、 刑 事 施 設 等 と 連 携 す る も の と す る 。  

第 ９  準 用  

被 害 者 等 以 外 の 関 係 者 に つ い て 、被 疑 者 の 逆 恨 み 等 に よ り 加 害 行 為 の 対 象 と な る お そ れ が あ

り 、 保 護 措 置 を 実 施 す る 必 要 が あ る 場 合 に は 、 こ の 要 綱 を 準 用 す る も の と す る 。  

 

以 下 別 記 様 式 省 略  


